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これまでの行政改革の取組の主な成果 
 
三重県では、平成８年 10 月に策定した「三重県さわやか運動推進大綱」での取組により

「生活者起点の県政」の実現を目指して職員の意識改革に取り組んできました。その改革

の流れを受け、平成 10 年 3 月に「行政システム改革」を策定し、生活者の立場に立った行

政を展開していくため、従来の行政の考え方や枠組みを見直し、組織、機構、定員などの

改革にとどまらず、職員一人ひとりの意識の持ち方、対応の仕方および組織運営の方法な

ど機能面の改革を含むシステム全体の構造的な改革に取り組んできました。その取組の主

な成果を下記のとおり取りまとめました。 
  
 
１． 事務事業の見直し関係 
 

官民の役割分担を明確にして、民間でできるものは民間に委ねるなど行政のスリム化

に努めるとともに、ボランティアや市民活動団体との協働を図りながら、簡素で効率的

な行政の実現と公共サービスの質の向上に努めてきました。 
 
（１） 事務事業の見直し 

● 「公的関与の考え方」に基づいて事務事業の見直しを行い、廃止予定事業２０２

事業のうち、２００事業を廃止、２事業を整理 【別紙１（１）～（３）を参照】 

公的関与の考え方に基づき実施した
事務事業の廃止取組推移表
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● 公的関与の必要性の観点から検討が必要とされた７３件の事務事業について、事

業内容の見直しを実施 【別紙１（４）を参照】 

● スプリング・レビュー（春の業務見直し）により、予算と仕事のやり方の両面か

ら施策の見直しを行い、メリハリの効いた予算編成を実施 

●「前年度事業の成果の確認と検証」を行い、成果志向・結果重視の予算編成を実施

（14 年度当初予算～） 

 

スプリングレビュー及び成果の確認と検証を
はじめとする事務事業の見直し
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【主な取組成果】 

○ 事業を精査することにより、民間に委ねられるものは民間に委ねるなど、行政のスリム化

が図られました。 

 

○  県が関与すべき事業の考え方を明確にできたことにより、新規事業の設定に関して、公的

関与の必要性の視点から検討を行うようになりました。 

 

○  スプリング・レビューについては、年度当初からの十分な政策議論が可能となり、秋季から

の本格的な予算編成議論の内容を充実させることができるようになりました。 

 

○  前年度事業の成果の確認と検証に基づいて事務事業の見直しを進めることで、より効果

的な行政サービスを提供することが可能となりました。 
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（２） 民間の自立自助 
  ①規制緩和の推進 

● 経済的規制の７件については全廃を、社会的規制については政策目的に沿った

必要最低限のものとし、２５件の社会的規制を年次計画に基づき緩和・撤廃 

      平成１０年度：                  社会的規制 １７件 

       平成１２年度：経済的規制２件    社会的規制   ４件 

        平成１３年度：経済的規制５件    社会的規制    ３件 

        平成１４年度：          社会的規制   １件 

 
  ②住民の自立 

●三重県市民活動センターの開設（H10.12～H13.3） 

      利用者 月平均１，５００人 

●みえＮＰＯ研究会で検討を続けてきた「三重県特定非営利活動促進法施行条例」

の制定（H10.10.16）、施行（H10.12.１～） 

      平成１６年１月２６日現在の NPO 法人申請数は２２６件 

      人口当たりの申請率で全国５位 

●みえパートナーシップ宣言の発表（H10.11） 

●みえ県民交流センター条例の制定（H13.3.27）、施行（H13.4.1～） 

●みえ市民活動ボランティアセンター（アスト津 3階）として拡充移転（H13.4） 

⇒ 三重県市民活動センターと県社協ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの同居を実現 

      利用者 月平均 7,132 人、延べ年間 85,600 人、3,444 団体（H15.12 末時点）  

 

 
【主な取組成果】 

○ 規制緩和により、利用者の事務手続き等が簡素化されることとなりました。【別紙２を参

照】 

 

○ 「みえ NPO 研究会」をきっかけとして、「コミュニティシンクタンク評価みえ」などの評価を専

門とする NPO が誕生したり、ＮＰＯの活動を支援するＮＰＯが生まれたり、県の NPO 施策に

とっての貴重な人脈を築くとともに、市民社会の実現に向けての基盤となる仕組みを根付か

せることができました。 

 

○ 三重県特定非営利活動促進法施行条例を案の段階から県民に公開して検討した結果、

NPO 法人制度の周知及び理解がよくなされ、法人化への意欲の高まりが見受けられます。

 

○ 「みえ市民活動ボランティアセンター」の設置により、これをモデルにして県内各地に公設・

民設のセンターが生まれています。 

 

○ 「みえ市民活動ボランティアセンター」の情報提供機能を充実させることで、県民や行政か

らの問い合わせも多く、ボランティア・市民活動への関心の高まりがみられました。また、ボ

ランティア・市民活動団体情報の受発信の場としても活用されています。 
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（３） 民営化・外部委託化 
  ①民営化の推進 

●県印刷事業を廃止（H9.3） 

 

  ②外部委託化の推進 
●ガイドラインに従った公共サービスの外部委託化を推進 

・ 「定型的業務」、「施設管理・運営業務」「試験研究・検査業務」「その他の

業務」は年次計画に基づき着実に実施 
・ 「現業業務」は、出来るものから順次、外部委託化を実施中 
 

  ③PFI 手法の導入 
●各部局においてＰＦＩの導入について積極的に検討することとし、一定金額 

（３０億円）以上の事業については、総合企画局との協議を全庁的にルール化

（H12.7～） 

      ※ＰＦＩ導入の検討件数  13 年度１件、14 年度１件、15 年度 1件 

●ＰＦＩ導入マニュアルを作成（13 年度） 

●バリュー・フォー・マネー（ＶＦＭ）簡易試算マニュアルを作成（14 年度） 

注）バリュー・フォー・マネー(Value・For・Money)：一定の支払いに対し最も

価値の高いサービスを提供するという考え方で、ＰＦＩの原則のひとつ 

 

 
【主な取組成果】 

○ 県印刷事業を廃止し、行政のスリム化を図りました。 

 

○ 「外部委託化に係るガイドライン」に基づき、外部委託化を着実に推進してきたことにより、

総額約４億円余の経費削減効果がありました。【別紙３及び別紙４を参照】 

 

○ 新たな発注手法の共通認識が醸成され、今後の活用が期待されています。 

 

○ 平成１３年度に実施した「鈴鹿スポーツガーデンへのＰＦＩ的手法導入調査」により委託業

務を見直した結果、平成１４年度には委託料を１８％（約 3,400 千円）削減することができまし

た。   

 

 
 
（４） 市町村への権限移譲 
  ①事務移譲の実施 

●年次計画により事務移譲を実施 

      平成１０年度  ６件 

      平成１１年度  ２件 

      平成１２年度  ２件 
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●県・市町村権限移譲推進検討会の検討に基づき移譲されたもの  

                               ・・・・ 平成１１～１２年度   ５件 

    ※他に、県からの提示により移譲されたもの等 

   ・・・・ 平成１２～１５年度 １９件 

●県・市町村権限移譲推進検討会による継続検討 

 ・津市、四日市市及び鈴鹿市と県の関係職員による研究会（H10.8 設置）におい

て、一定の人口規模を有する市への権限移譲について研究 

 ・町村会の総務、民生、産業土木の３部会により、分野ごとの権限移譲について

研究 

 
  ②円滑な権限移譲の推進 

●「三重県の分権型社会を推進する懇話会」を開催し、県から市町村への権限移譲

のあり方を検討（H13.9～H14.11） 

●懇話会が「三重県の分権型社会の推進に関する提言」を提起(H14.11） 

  ●「三重県の分権型社会の推進に関する提言」説明会の開催     

●「三重県地方分権推進方針」を策定(H15.3） 

●「県と市町村の新しい関係づくり協議会」の設置(H16.2) 

 
 
【主な取組成果】 

○ 「県・市町村権限移譲推進検討会」における検討により、具体的な権限移譲項目を整理す

ることができ、また、市町村の要望、意向に基づき権限移譲を行うことで、市町村が住民に

身近な行政サービスを迅速かつ主体的に提供することに資することができました。 

 

○ 懇話会へ学識経験者や県民の方に参画いただいたことで、市町村合併進展後を睨んだ

幅広い視野から、今後の県における分権改革の方向性を提案していただくことができ、住民

自治及び団体自治の両面にわたって有意義な分権方針を策定することができました。ま

た、提言の内容を地方分権セミナー等の機会を通じて周知することで、各地域における市

町村合併の議論に資することができました。 

 

 
 

（５） 事務処理方法の見直し 
①行政運営における公平の確保と透明性の向上 
●「申請に対する処分」についての審査基準、標準処理期間や「不利益処分」につ

いての処分基準等の情報を三重県ホームページから提供 

    ・行政手続法の対象処分関係（H14.7） 

    ・行政手続条例の対象処分関係（H15.3） 
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②事業遂行制度の充実 
●業務取り決め書による事業遂行制度の実施  
・｢生活排水対策事業の実施に関する業務取り決め書」を環境安全部、農林水産

部、土木部間で締結（H9.5） 

【生活排水処理率】 

 平成 ９年度 目標 33.7～35.3％ → 実績 36.1％ 

     平成１０年度 目標 39.5～41.0％ → 実績 40.5％ 

・「時間外業務の縮減」を知事部局、教育委員会の本庁間で締結(H10.12） 

【一人あたり平均時間数】 

     平成１０年度 目標 ３１１時間以内 → 実績３０３時間 

 
③申請手続きの改善等 
●申請手続き等を簡素化し、事務改善を順次実施                        

・押印廃止（３６８項目） 

・添付書類・記載事項の簡素化、提出部数の削減（１６０項目） 

●市町村からの事務・制度改善要望項目の見直し 

    ・10 年度に要望項目を整理 

    要望数 １６１項目    （県関係７７項目  国関係８４項目） 

      改善状況（H15.3.31 現在） （県関係４０項目  国関係１８項目） 

 

④辞令の廃止 
●定期人事異動、研修時等の辞令書交付を廃止（H10.4） 

 
⑤「役所ことば」の見直し 
●条例、規則における上意下達的な語句で不適切なものや古めかしく分かりにくい

表現の見直し 
    平成１０年度  ３９条例、１３０規則を改正 
    平成１１年度   １条例、  ５規則を改正 
●県が関与する文書様式における「です」「ます」体への見直し 

    平成１１年７月  三重県公文例規程を改正 
    平成１１年１２月 ８６規則を改正 
 

 
【主な取組成果】 

○ 押印廃止や申請手続きの簡素化、行政情報のホームページからの提供など、県民サービ

スの向上が図られました。 

 

○ 条例や規則における表現を県民にわかりやすくするなど、県民の立場に立って見直すこと

により、県民に親しみをもてるものにすることができました。 
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○ 辞令書の作成廃止や人事異動時の事務の簡素化など、これまでの事務事業のあり方を

見直すことにより、効率的な行政の推進を図ることが出来ました。 

 

○ 各部にまたがる類似の業務については、業務取り決め書の締結など、目標数値を明確に

しながら業務を進めることにより、成果志向を意識した事業の展開を図ることができました。

 

 
 
⑥各部局・県民局「率先実行」取組の作成・実行・評価  

●各部局が自らの取組む１年間のビジョン・政策課題・行革課題を年度当初に充

分な議論のもと作成し、そして自ら率先実行して取り組み、その取組成果の評

価を行っていくことにより、成果志向への行政の転換を実施 
【平成 11～12 年度の取組】 

・部局、県民局のビジョン、政策課題、行革課題等への取組目標を策定、実施、

公表 

【平成 13 年度の取組】 

・部局長、県民局長のミッション、政策課題、行政経営品質向上に係る取組目

標を策定、実施、公表 

【平成 14～15 年度の取組】 

・部局長、県民局長のミッション（存在目的、役割）・マネジメント方針（組織

運営方針）の明確化、その方針を受けて総括マネージャー、チームマネージ

ャーがそれぞれ施策実現に向けた取組、業務プロセス改善など 4 つの視点に

よる多面的目標を設定、その進捗管理を行うことで、県のビジョン（県の目

指す未来像）を職員一人ひとりにまで展開する実践重視の仕組みへの転換を

図るなど、これまでの取組を充実強化 

 

⑦１所属１政策１事務改善の実施  
●所属毎に、政策課題、事務改善課題への取組を実施 

 ・情報の共有化を図るため、各所属の取組をデータベース化（H12.8） 

 
 
【主な取組成果】 

○ 自分たちの役割を明確にし、それを達成するためには何をすべきかについて、①施策の

実現に向けて②業務プロセスの改善③人材育成と学習環境の整備④顧客の理解と対応と

いう４つの多面的な視点から、組織内での対話により目標設定し、それを具体的な実践に

つなげています。自分たちの役割を的確に果たすことができるようになりました。 

 

○ 自分たちの役割の確認、目標設定、進捗管理など組織内での対話が活発に行われ、組

織の価値観や組織の方針（目指すべき方向性）を共有化することができるようになり、これ

らの取組が職員満足度の向上につながっています。 
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○ 各部局長・県民局長「率先実行」取組の作成・実行・評価を通じて、成果志向への行政運

営の転換が進み、さらに「生活者起点」の行政の推進が図られました。 

 
 

 
（６） 事務事業評価システムの定着 

● 事務事業評価システムのフレーム作成（７年度） 

● 本庁へ導入（８年度）   

● 地域機関へ導入（試行）（９年度） 

● 基本事務事業目的評価表、新規事務事業目的評価表を加え、評価内容を充実（10

年度） 

● 評価機能の充実を図るため運用スケジュール・様式等の見直しを実施（11 年度） 

● 事務事業目的評価表のインターネット上での公表（11 年度～） 

● 継続事務事業目的評価表における成果の確認作業の実施（H12.6～） 

● 施策レベルへの評価等を導入した「みえ政策評価システム」として進化させ、「政

策推進システム」の中核的な仕組みに位置付け（H14.3～H16.3） 

● 「三重のくにづくり白書」の公表（H14.7～） 

● 「三重のくにづくりトーク」の実施（H14.8～9）   

● 県政運営戦略の策定（H14.10～）   

● トータルマネジメントシステムの検討の中で見直しを行い「みえ行政経営体系」

の評価の仕組みの主要システムとして位置づけ（H16.3） 

 
 
【主な取組成果】 

○ 政策評価の導入は、職員の意識改革を進める上で一定の効果があり、事務事業を見直

すうえでも貢献できました。 

 

○ 数値目標が、行政の取組や成果を表すものから県民にとっての成果を表すものへと改め

られました。 

 

○ 「三重のくにづくり宣言」の「施策」レベルでの評価が行われ、「三重のくにづくり白書」とし

て公表されることで、県政の進捗状況の概要を把握しやすくなりました。 

 

○ 数値目標を見直し、「三重のくにづくり白書」を刊行することで、議会を始め県民の皆さんと

のコミュニケーションを深めることができました。 

 

○ 「三重のくにづくり宣言」に替わるものとして新たに策定した「県民しあわせプラン」におい

ても、数値目標の考え方や、みえ政策評価システムを用いた進行管理等を引継いでおり、

重点プログラムも含めた県政の成果を「年次県政報告書」として刊行していきます。  
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（７） マトリックス予算（部別・課題別予算）の編成 

● 新しい総合計画「三重のくにづくり宣言」の政策体系に沿ったマトリックス予算

を毎年度編成 

    ・政策・施策からの予算編成を重視し、施策別の財源配分を実施（H14～） 

 

 
【主な取組成果】 

○ 部局別の予算といった縦割りの弊害を無くすための初期段階である「政策 21 項目」は、現

在の「政策・施策体系に基づいた予算編成」への導入部分としての役割を果たしました。 

 

○ 縦割り行政の弊害を廃し、総合的・横断的な行政を進めるため、カテゴリー別の整理を行

い、情報提供するとともに、毎年度一定の視点で政策毎の予算化度合い・シェア等を比較で

きるようになりました。    

                                     

 
 

（８） 公共事業評価システムの構築 
●公共事業の事業実施前にその必要性と効果について客観的な評価を行い、事業実

施の是非や優先度の判断を行う公共事業評価システムを構築（H13.4 試行、H14.4

本稼動） 

 

 
【主な取組成果】 

○ 県土整備部、農林水産商工部、環境部が所管するすべての公共事業を対象として、統一

的な評価手法を導入することにより、部局を超えた異なる事業間の評価が可能となりまし

た。 

 

○ 費用便益分析を主とした客観的な評価手法で評価することにより、効率的で効果の高い

事業を優先的に実施できるようになりました。 

 

○ 事業の評価、優先度を明確にして公表することにより、事業実施決定過程の透明化が図

られ、県民に対し有益な公共事業を実施しているという説明責任を果たすことができるよう

になりました。                                       

 

 
 

（９） 道路整備１０箇年戦略の策定 
●県が管理する国道・県道について計画的な執行と透明性を確保するため、道路整

備の必要性を種々の観点から評価し、道路の新設や拡幅を目的とした事業の１０

年間の実施計画を策定（H10.8 公表） 

 【重点的、効率的な道路整備を推進】 

・県管理道路７５５箇所を対象に２８４箇所の重点整備箇所を選定 

（14 年度末での整備完了箇所数  ８３箇所） 
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・県管理道路の改良率  策定時点 ６４％ ⇒ ６９％（H15.4.1 現在） 

●新たな地域ニーズや社会経済情勢に対応できるよう道路整備１０個年戦略を見直

した「新道路整備戦略」を策定（H15.10 公表） 

 
 
【主な取組成果】 

○ 県民や地域の視点による統一した評価手法で整備箇所を評価し、事業の選択において公

平性を確保することができました。 

 

○ 整備箇所及び整備スケジュールを公表することで、透明性を確保することができ、県下の

道路ネットワーク形成において県民との情報共有を図ることができています。 

 

○ 重点的かつ集中的な投資を行い、効率的な事業運営を図ることで、県民生活を支える道

路ネットワークの形成に寄与しています。 

                                     

 
 

（１０）ファシリティマネジメントの推進 
●県有施設を全体として、より経済的なコストで、かつ、良好な状態を保ちながら、

効率的に提供するために、総合的に企画、管理、活用する経営管理手法であるフ

ァシリティマネジメント（執務空間を最適な状態にするための取り組み）を推進 

・「県有建築物の望ましい姿」を作成し、公表（H12.3）  

・「三重県庁の執務空間のあるべき姿」を作成(H13.1)  

・本庁舎のスタッキング（階層別最適配置計画）及びフロアゾーニング（フロア

内最適配置計画）を策定(H14.3) 

・伊勢庁舎のスタッキング（階層別最適配置計画）等を策定（H14.7） 

・ワンフロア化などフロア改善を順次、実施 

H12.4   生活部 

H13.3  部局を越えた 4課（4階東側） 

H13.4  教育委員会事務局（本庁 7階） 

  H14.3  健康福祉部（4階西側） 

  H14.7  本庁舎 2、3階、5階から 8階 

 
 
【主な取組成果】 

○ 部屋が明るくなり、打ち合わせ場所も多数確保できる等執務環境が改善されました。 

 

○ 組織改変時等における施設の運営維持経費が節減できるとともに来庁する県民及び県職

員の満足度の向上を図ることができました。 

 

○ フラット化された机の配置等により、職員の意識改革も図れました。 
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２． 組織の見直し 
 

事務事業評価制度の円滑な運用などを踏まえ、縦割り行政からの脱却を目指した部局

横断的な体制の構築や権限移譲を重視した弾力的な組織運営の確保、意思決定の迅速化

を目指した組織のフラット化など、総合計画を効果的・効率的に推進していく目的達成

型組織体制の構築に努めてきました。 
 
（１） 組織機構の改革 

① 本庁組織の再編 
●２局６部の部局横断的な体制への本庁機能の再編整備 (H10.4) 

●総合計画の政策、事業体系を踏まえた組織編成と新たな組織運営体制の整備

(H14.4) 

・柔軟で弾力的な組織編成 

・次長や課長補佐など中間階層の廃止 

・新たな課題に即応し集中的に取り組むプロジェクトグループの設置 

（１４年度 ⇒ ５PG を設置、１５年度 ⇒ ２PG を設置）  

●全庁的な法務担当セクションの創設 

・政策評価推進課法務グループの創設（H10.4）  

・弁護士への法律相談窓口の設置（H10.5） 

・政策法務研究会の設置（H10.10） 

・政策評価推進課に「政策法務室」を設置（H13.4） 

●全庁的な危機管理機能を強化するための組織体制の整備 

・三重県危機対策連絡会議の設置（H11.1）    

・リスクマネジメント会議の設置（H14.4） 

・リスクマネジメント特命担当監の設置（H14.4） 

●県庁の組織・しごとをわかりやすく情報提供 

・組織機構改革の概要について冊子を作成、配布（H10.7） 

・「県庁のしごとガイドブック」を作成、配布（10 年度） 

・組織改正案内冊子「三重県の組織はこう変わります」を作成、配布         

（H14.3）  

・「三重県の組織機構」（案内用冊子）を作成、配布（H15.3） 

●本庁及び地域機関の整理･再編を実施し、簡素で効率的な組織を実現 

【主な具体的取組】 

（統合） 

 ①８試験研究機関の連携による研究体制の整備、産学官の共同研究を推進する

「科学技術振興センター」の創設（H10.4） 

②衛生研究所と環境科学センターを統合し、保健環境研究所を設置（H11.4） 

 ③樹心寮と精神薄弱者更生相談所を統合し、知的障害者福祉センターはばたき

を設置(H11.4） 
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（廃止） 

  ①水産技術センター内水面分場(H11.4）  

 ②四日市高等技術学校(H11.4） 

 ③看護短期大学(H12.4） 

 ④昭和学寮(H12.4）  

 ⑤津保健所久居支所、伊勢保健所志摩支所(H13.3） 

 ⑥総合保健センター(H14.4） 

 

② 県民局の充実強化・組織の総合化  
●県民局機構の再編整備（H10.4） 

 ・企画調整部の創設 

 ・本庁組織に対応した各所の再編と部制の導入 

 

 

 
【主な取組成果】 

○ 「三重のくにづくり宣言」第二次実施計画を的確に遂行し、県政運営を生活者起点の仕組

みとするために導入した「政策推進システム」を、適切に運営していく組織運営体制を確立

することができました。 

 

○ 各研究機関を科学技術振興センターの内部組織(部制導入）として位置付け、１研究所体

制としたことで、研究ニーズに即応した人的資源の重点投入が図りやすくなっており、プロジ

ェクト研究等に職員の専門知識･能力を柔軟に活用することが可能となりました。 

 

  【これまでの主な研究と成果】 

  〔共同研究事業の取組〕 

・農林水産物食品安全性確保対策 

・環境ホルモンに関する研究  

・伊勢湾の生態系の回復に関する研究 など 

  〔プロジェクト研究の取組〕 

・リグニン誘導体の新素材による環境調和型材料の開発 

・薬事関係公設試験研究機能整備事業 

・資源循環リサイクルに関する研究（７研究事業）など 

      〔成果〕 

・知的所有権の確保(10～15 年度) 特許出願９０件 品種登録出願９件 

 

○ 危機管理機能強化としては、危機発生が想定される場合、まずリスクマネジメント会議に

より初動体制を取ることができ、緊急時の迅速･的確な対応が可能となりました。（総合企画

局） 

【主な取組具体例】 

    ・イラク戦争問題、ＳＡＲＳ問題などに対し全庁的な早期対応を実施。 
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○ 地域の特定課題については、県民局長のリーダーシップのもと、県民局各部が連携して

解決に取り組むことができるようになりました。 

 
 

 
（２） 組織の運営方法の見直し 

① グループ制の導入 
●組織階層のフラット化による意思決定の迅速化と柔軟な組織運営を実現 

・従来の「係制」を廃止し、グループ制を導入（H10.4） 

・グループ制を踏まえた職場研修マニュアルを作成(H10.7） 

・グループ制運営の説明会を実施（H11.4：本庁４回・地域機関１１回） 

・グループリーダーを対象とした研修の実施 (11～12 年度） 

・グループ構成人数の要件廃止等制度面の改善実施（H12.4） 

 
② 現行の総務部の権限縮小 

●組織・定数、人事及び予算に関する現行の総務部の権限を縮小し、各部局の裁量

を拡大（サポート型総務局の実現） 

     ・組織・定数、人事及び予算に関する権限を縮小（H10.4） 

・県出資法人等に対する指導業務を各部局に移管（H10.4） 

・各部局へ、予算・組織・人事を包括的に配分（14 年度） 

定数 ⇒ 14 年度は 90％配分、15 年度は 95％配分、16 年度は経常見直し

分 2.4％と第二次実施計画見直し分を除く定数（97～93％）を

包括配分。 

人事 ⇒ 部局内職員の弾力的な配置を部局長等の権限と責任で実施。 

予算 ⇒ 施策別の包括的財源配分として 14 年度は 80％台半ばの配分、

15年度は70％台半ばの配分、16年度は95％の包括配分を実施。

（但し、義務的経費や大規模プロジェクト事業などを除く） 

●県政戦略会議による予算配分の決定。（13 年度～ 14 年度予算編成から反映）     
 

③ 県民局長の総合調整権の強化 
●組織・定数、人事及び予算に関する一定の権限等を県民局長に付与し、総合調整

権を強化 

・県民局長に組織･定数、人事及び予算に関する一定の権限を付与するととも

に、許認可事務や補助金交付決定などの権限を移譲(H10.4） 

・従来の地域機関の長への予算令達を県民局長への一括令達に改正（H10.4） 

・地域の総合行政の視点に立って推進するための予算を「地域予算」とし、県

民局長が必要と判断したものについて、知事に予算要求（11 年度予算～） 

・県民局長の県政戦略会議等への参画、県民局地域戦略会議の設置(H14.4） 
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地域予算推移表
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④ SOHO(Small Office Home Office)の推進 
●電子メールやファクシミリを利用した在宅勤務を展開 

・企業立地課東京都駐在を配置（H9.4）し、実施状況を検証 

・在宅勤務を中心とした身体障害者（非常勤）を 1名採用（H15.4） 

 
⑤ 庶務経理事務の集中化 
●本庁・県民局各部の庶務・経理事務の集中化・簡素化の実施 

・本庁各部の庶務事務の集中処理による効率化（H10.4） 

・県民局各部の庶務・経理事務の集中処理による効率化（H10.4） 

・庶務ＯＡｼｽﾃﾑの導入による庶務事務の簡素化（H10.5） 

・本庁生活部及び環境部の経理事務の集中処理による効率化（H12.4） 

・課制廃止にあわせて庶務経理事務の一元化（H14.4） 

 
 
【主な取組成果】 

○ グループ制の導入により、意思決定の迅速化が顕著に現れ、定着していくにつれ柔軟な

組織運営が実現しています。 

 

○ 行政運営のための経営資源(予算･定数）を各部局へ包括的に配分することにより、各部

局は主体的に目的達成型の行政運営が可能となり、庁内分権が進みました。 

 

○ 概ね、県民局で事務を完結できるようになり、地域それぞれのニーズに対して、各種サー

ビスを迅速に提供できるようになりました。 
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○ 生活創造圏づくりなどの地域政策が、限定的ではあるが県民局の責任と権限で推進でき

るようになり、圏域内の各種団体等との協働が進んでいます。 

 

○ 首都圏における迅速かつ濃密な企業誘致活動については、SOHO の推進により、効率

的・効果的な業務遂行ができるようになりました。 

 

○ 各部局に共通する庶務･経理等間接部門の効率化を実施し、平成１４年度の庶務経理事

務一元化により担当職員 22 名の削減を実現しました。 

 

 
 
⑥ 公共事業にかかる技術管理等業務の一元化 
●公共事業を統括する部署を設置し、各部共通の技術管理、積算・進行管理等を一

体的に推進 

   ・公共事業推進課の設置（H10.4） 

   ・全庁的な組織として三重県公共工事積算委員会を設置（H10.6）  

   ・県土整備部、農林水産商工部、環境部の設計単価の統一化（H10.10） 

   ・公共工事共通仕様書の統一化（H11.7） 

    ・「農林水産工事進行管理システム」及び「土木工事進行管理システム」の統

合システム（公共工事進行管理システム）の稼働（H13.3） 

   ・県土整備部、農林水産商工部、環境部の業務委託共通仕様書の統一化（H13.7） 

   ・知事部局および企業庁の公共工事に共通して対応可能な「新公共工事設計積

算システム」の稼働（H13.8） 

     ・三重県版ＣＡＬＳ／ＥＣ基本構想の策定（H13.12） 

     ・三重県ＣＡＬＳ／ＥＣアクションプログラムの策定（H14.3） 

     ・三重県ＣＡＬＳ実証フィールド実験の開始（H14.4） 

     ・三重県ＣＡＬＳ／ＥＣ研修センターの設置（H14.8） 

   ・三重県ＣＡＬＳ（電子納品）の一部運用（H15.4） 

・汎用ＣＡＤソフトの導入（H16.1） 

 
 
【主な取組成果】 

○ 公共事業の技術管理部門を統合することにより、業務の効率を大幅に向上させることが

できました。 

 

○ 縦割り行政の分野を越えた総合行政の立場で広範に検討することが可能となり、統一化

された共通仕様書などは、県民の皆様にもわかりやすい行政運営（仕組み）としていくこと

ができました。 
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⑦ 審議会等の見直し 
●審議会等の活性化を図るとともに、設置目的が類似、または存続の必要性が低下

している審議会等について整理・統合、廃止等の見直しを実施 

・三重県生乳取引調停審議会等９審議会の統廃合等見直しを実施（9年度） 

・審議会等の活性化を図るため委員選任等の「審議会等の設置・運営等に関す

る判断基準」を作成（11 年度） 

・判断基準に基づき、見直しを実施（11 年度～） 

       （H11．3．31 現在 ２０７機関 → H16．3．31 見込み ９８機関） 

●女性委員の積極的な登用を促進 

・「三重県審議会等女性委員登用促進基本要綱」を制定(H9.4) 

 

女性委員登用率推移表
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20.0

24.0 23.7
26.9

29.2
27.6

0.0

5.0
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35.0

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15

調査年度（毎年６月１日現在）

登用率
（単位％）

女性登用率（女性委員数/総
委員数×１００）

  
 
【主な取組成果】 

○ 社会情勢などの変化により、活動状況が不活発となっていた審議会や設置根拠が明確で

なかった審議会等を見直し判断基準に沿って、廃止、整理･統合等の見直しを実施し、適正

な設置を実現することができました。 

 

○ 委員の選任等についても基準に沿って見直しを実施し、審議会等の円滑な運営を実現し

ています。 

 

○ 三重県審議会等女性委員登用促進要綱に基づき、改選時に事前協議を実施するなどの

取組を行ったことにより、審議会等の政策・方針を決定する場面への女性の参画が進みま

した。 
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３． 外郭団体の整理縮小 
 

外郭団体については、団体自体のあり方の見直しを行い、団体の統廃合、事業の整理

縮小、県関与の見直しなどに努めるとともに、透明性の高い経営等を促すため、積極的

な情報公開の推進についても指導を行ってきました。このことにより、外郭団体が簡素

で効率的な経営を行い、質の高い行政サービスの提供ができるよう体質強化にも努めて

きました。 
 
（１） 外郭団体の見直し 

●外郭団体の存在意義、運営状況等を見直すことによって、必要性の低い団体の廃

止や、類似目的の団体の統合により、外郭団体を整理再編 
 

        整理縮小又は再編    ▲ ６団体 

      統合          ▲１１団体（H16.4.1 統合予定を含む） 

【別紙５（１）～（４）を参照】 

 

●外郭団体における個別団体毎の改革方針と団体全体にわたるシステムの改革方針

を具体的に公表することによって、改革を円滑に推進 

・外郭団体改革 2001 基本方針を策定(H13.3) 

・外郭団体改革 2001 団体別改革行動計画を策定（H14.3） 

・三重県外郭団体改革方針を策定（H15.1） 

●「県の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例」（県出資法人条例）に基

づいた、団体の経営評価を実施（H15.9）  

●外郭団体全体の管理部門をスリム化するための、新たな共同処理システムの構築

について調査を実施（15 年度） 

 この結果、費用対効果の面からシステム開発は困難でしたが、今後、業務プロセ

スの見直しなど管理部門のスリム化に向けた取組を推進 

 

 
【主な取組成果】 

○ 外郭団体の存在意義・運営状況を見直すことにより、外郭団体の整理縮小、統合等を実

現することができました。 

 

 ※外郭団体の削減：１７団体  （平成 16 年 4 月 1 日時点の予定団体数  ４０団体） 

       

○外郭団体の自立的経営を支援するため、団体の経営状況、業務内容を見直すことにより、

県からの財政的関与、人的関与を軽減することができました。 

  

 ※外郭団体への県職員派遣人数：５０名の削減 
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（２） 県出資法人等に対する指導 

●「外郭団体改革方針」、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」等に基づいた、

健全性、透明性の高い経営等に向けた的確な指導を実施 

 ・県出資法人連絡調整会議の設置（H10.4） 

 ・県出資比率５０％以上団体において、県と同程度の情報公開を実施（H11.4） 

 ・「外郭団体における資金運用に係る留意事項について」の策定（H13.11）  

 ・外郭団体改革推進本部の設置(H14.7) 

 ・外郭団体改革方針の中で「外郭団体の資金運用にあたっての基本指針」の策定

（H15.1） 

 ・県出資比率２５％以上団体において、県と同程度の情報公開を実施（H15.2） 

 
 
【主な取組成果】 

○ 団体へ資金運用の基本指針を示し、それに基づいた指導を行うことにより、債券の債務不

履行等のリスクの未然防止に努めました。 

 

○ 県出資比率２５％以上の法人全てにおいて、県と同様の情報公開を実施することにより、

団体の透明性が高まりました。 

 
 

 
 

４． 定員及び給与 
 

限られた人材を効果的に配分するとともに、簡素で効率的な行政の推進を図るため、

定員や給与の適正化に努めてきました。また、職員の能力及び適性を客観的、合理的か

つ適正に評価する新しい勤務評価制度の導入等についても検討を進めてきました。 
 
（１） 定員管理の適正化 
【一般行政部門】 ⇒  教育委員会、看護大学、病院、企業庁、警察以外の部門のこ

とをいいます。 

【参考】 基準となる職員数（H9.4.1 現在） 約 5,200 人   

●事務量に見合った定員配置を実現しながら定員適正化計画の着実な推進を実施し

てきました。特に１４年度以降は、各部局に定数を包括的配分することで各部局

の主体的な定数配置を実現しています。 

・ 業務量等に応じた定員適正化計画の策定（9年度） 

（内容） 期間 10 年度～15 年度 削減目標 ４％程度 約 210 人 

・ 定員適正化計画の改訂（第一次）（11 年度） 

       (内容） 計画期間中の削減目標を６％程度 約 300 人(90 人増)に見直し 

４％ 程度（約 210 人） → ６％ 程度（約 300 人） 
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・ 定員適正化計画の改訂（第二次）（14 年度） 

  (内容） 計画期間の１年延長、削減目標を８％程度 約 400 人（100 人増）

に見直し 

                   10～15 年度 → 10～16 年度  

 ６％程度（約 300 人）→ ８％程度（約 400 人） 

 

定員適正化取組状況（一般行政部門）

29 33 39
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●非常勤職員等の業務量の把握と配置の見直し（11 年度） 

実施年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 累計 

職員等削減数 ４１人減 ４５人減 ６人減 １人減 ９３人減 

 
【企業庁】  
・定員適正化計画の策定（11 年度） 

（内容） 期間 12 年度～16 年度 削減目標 ５％程度 約２０人 

実施年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 累計 

職員削減数 ４人減 ７人減 ８人減 ４０人減 ５９人減 

達成率 ２０％ ５５％ ９５％ ２９５％ ― 

 
【教育委員会事務局】  
・定員適正化計画の策定（1２年度） 

（内容） 期間 13 年度～17 年度 削減目標 ５％程度 約２０人 
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・定員適正化計画の見直し（1４年度） 

  (内容） 計画期間を１年前倒し   13～17 年度→13～16 年度 

実施年度 13 年度 14 年度 15 年度 累計 

職員削減数 ５人減 ５人減 ５人減 １５人減 

達成率 ２５％ ５０％ ７５％ ― 

 
 
【主な取組成果】 

○ これまでに一般行政部門で 342 名、企業庁で 59 名、教育委員会で 15 名の定員をそれぞ

れ削減してきており、業務量に見合った定員配置を実現しながら定員適正化計画の着実な

推進を図っています。 
 

【参考試算】 

削減職員分（416 名）の人件費について、事務事業目的評価表で必要概算コストの計算

に用いる人件費平均時間単価（4,200 円：平成 10～14 年度までの平均時間単価を 100

円未満で切り捨てた単価）をもとに試算してみると約 36 億余りの節減額となります。 

また、非常勤職員等の削減人員分（93 名）の人件費について、非常勤嘱託員の平均報

酬日額（9,100 円）をもとに試算すると約 1 億余りの節減額となります。 

 

 
 

（２） 能力・成績を反映した人事・給与システムの導入 
●職員の能力評定、意欲評定、業績評定を行う新しい勤務評価制度の導入とそれに

基づいた職員の能力開発、人材育成、人事異動等の実施、勤勉手当の支給等への

反映について検討 

・管理職員に新しい勤務評価制度を導入（12 年度）し、業績の評価を勤勉手当に

反映（13 年度） 

・管理職員を対象に自主降任制度を導入（13 年度） 

・採用から退職までの新たな人事システムの骨子を作成・公表（H14.1） 

・複線型人事として専門監、スペシャリストコースを設置（H15.4） 

 

 
【主な取組成果】 

○ 定期勤務評定制度を導入することにより、マネージャー等管理職員については、評価者・

被評価者相互の対話に基づく目標管理の考え方が徹底してきています。 

 

○ 自主申告制度、管理職員に対する自主降任制度、専門監への任用、スペシャリストコース

の創設などの制度を充実することにより、職員のキャリアデザインに配慮した人事異動を行

っています。 
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５． 人材の育成・確保 
 

職員の自主性を尊重した選択性の研修科目を拡大するなど、職員の政策形成能力の向

上を図るための多様な研修を実施することで、地方分権時代に相応しい職員の育成に努

めてきました。また、より高度、多様化する行政需要にも対応していくため、民間企業

等職務経験者の採用など、多様な人材の確保にも努めてきました。 
 
（１）職員の育成 

●三重県人材育成ビジョンに基づき、政策形成能力開発を重視した職員の育成 
【平成 10 年度の取組】 

・幅広い識見や発想をもち政策形成能力に長けた職員を育成するため、選択式研

修（マイセルフ研修）を充実  

・自己啓発を支援するため、通信教育講座や大学開放講座への助成制度の新設・

拡充 

 

【平成 11 年度の取組】 

・地域的な課題への対応や研修生の利便性等から県民局単位で行う研修を充実 

・グループ制における組織管理能力を高めるため「マネジメント研修」を実施 

 

【平成 12 年度の取組】 

・より効果的な研修が実施できるよう研修の評価を実施  

・職員自身が自己の将来像を実現するため、能力開発目標を設定して、自発的に

能力向上に取り組むシステム（人材育成プログラム）を開発 

 

【平成 13 年度の取組】 

・マイセルフ研修を見直し、新たにプレゼンテーション幹部用研修、経済研修、

コミュニケーション研修を実施 

 

【平成 14 年度の取組】 

・経営型行政運営に関する理解を増進し、行政経営力を強化するため、「マネジメ

ント研修」を新設 

 

【平成 15 年度の取組】 

・職員の研修機会の確保と研修効率向上のため、ｅ－ラーニングシステムを導入 
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研修費用推移表
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【単位：百万円】

 
《企業庁関係》 

・「企業庁人材育成方針」の策定により、業務に必要な資格の取得などの機会を充実

（13 年度～） 

 
《教育委員会事務局関係》 
・教師生き生き体験研修事業（10 年度、11 年度）（2年間で、6,276 人） 

・県立学校等管理職研修の実施（11 年度～） 

・学校マネジメント研修の実施（12 年度～） 

・教員がいつでもどこでもなんどでも研修を受けることができるよう、ブロードバン

ドネットワークを活用した新しい研修「ネットＤＥ研修」の実施（15 年度） 

 
 

 
【主な取組成果】 

○ 自ら進んで受講する研修に重点をおいて実施しているため、研修生の参加意識が高く、研

修実施後のアンケート調査でも理解度、業務活用度が高く評価されています。 

 

○ 強制的研修においても、研修予算を増額し、質の高い研修内容や講師の招聘など、その

効果も上がってきています。 

 

○ 派遣研修については、派遣目的を明確にするとともに公募制を中心に実施し、研修終了

後の配属先についても、研修の成果が直接活かせる部署への配置が考慮されるなど、そ

の効果を上げています。 
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〔教育委員会関係〕 

○ 様々な教育課題解決のために不可欠な学校マネジメント能力の育成と管理職の強いリー

ダーシップ発揮に有効な研修が実施されています。 

 

 
 
 

（２）オフサイトミーティングの実施 
●各職場で積極的にオフサイトミーティング(気楽にまじめな話をする場)を実施す

るための環境を整備 

・トレンドセミナーの実施（12 年度） 

・世話人養成講座の実施（13 年度～） 講座修了者 67 名 

 ・世話人交流会の実施（13 年度～） 

・プロセスデザイナー（創作普及員）交流会の実施（13 年度） 

・民間企業と世話人との交流オフサイトミーティングを実施（14 年度～） 

・世話人派遣制度の創設と運用（14 年度～） 

・マネージャー層がオフサイトミーティングを正しく活用するための「オフサイ

トミーティング活用講座」を実施（14 年度～） 

・職場で活動している世話人の支援を図るため、「動き・課題共有、相談オフサイ

トミーティング」や「交流オフサイトミーティング」を実施して課題解決のた

めの支援を実施（15 年度～） 

 
 
【主な取組成果】 

○ 職員同士が階層を越えて、自由・活発に議論できる風土ができつつあります。 

 

○ 職員がオフサイトミーティングを自主運営していくなかで、通常意識されにくいスキル、①

自らの意思を持った主体性、②事実に対する共感力、③事実から問題を発見する力、④風

土（やり方）を変えていく目的指向性、⑤目的に向う仮説提案力、⑥仲間を広げていく協働

力、⑦動きを創り出す実践力などの能力を取得した職員が育成されつつあります。 

 

 
 
 

（３）多様な人材の確保 
   ①民間企業等の経験者の別枠採用試験の実施 

・民間企業等職務経験者採用試験の実施（10 年度～） 

・行政職に加え、技術系の職種を新たに募集（12 年度～） 

・民間経験者試験について、専門性をより重視するためＡ試験から分離し、新た

な区分の試験へ変更（14 年度～） 
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〔民間企業等経験者採用人数推移表〕 

採用年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度

（見込） 

累計 

採用人員

数 

 

３人 

 

３人 

 

１０人

 

８人 

 

１２人

 

１１名 

 

４７人 

 
〔教育委員会〕 
・教員採用選考試験に集団面接の実施、個人面接への民間人の導入（10 年度～） 

・組織経営の実績や手腕を有する人材を全国公募し、県立高等学校長２名を採用

するとともに、津市教育委員会の内申により、津市立の小学校においても校長

を１名任用（15 年度～） 

 
   ②中級試験行政職の上級試験行政職への統合 

・Ａ試験行政職として統合実施（10 年度～） 

・Ａ試験行政職の中に多様な人材を確保するため、民間企業職員による面接など、

これまでとは採用方法が異なる「行政Ⅱ」の分野を導入（14 年度） 

    
③職種区分の見直し 
●職員の流動化を図るため、採用試験の職種区分を廃止、見直しするとともに、

異職種間の人事交流を拡大・促進 

・「農業土木」と「土木」を統合し、「総合土木」として採用試験を実施（10 年

度） 

・現業職の２９職種を３職種（知事部局）に統合（10 年度） 

・福祉系職種の統合、採用見込みのない職種の整理（10 年度） 

・職種間交流（農業土木と土木の交流配置等）の拡大（10 年度） 

・競争試験の技術職種を総合技術職として大括りにし、その中に「環境職」「情

報職」を新設し、採用試験を実施（11 年度） 

・福祉系職種の統合（福祉技術専門員の設置）（11 年度） 

・採用試験における国籍要件の原則廃止（11 年度） 

・選考試験職種を見直し、競争試験へ移行（獣医師、福祉技術専門員、保健婦

（士）、機械技師）（12 年度） 

・技術職を中心に「分野」ごとの大括りを実施（14 年度） 

 
 
【主な取組成果】 

○ 社会人経験のある即戦力に近い職員を採用することで、業務が円滑に遂行できるととも

に、他職員の意識改革にもつながっています。 

 

○ 多様な人材を採用することなどにより、職場の活性化に効果が出てきています。 
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〔教育委員会〕 

○ 二次試験の面接試験に際して、民間企業の人事担当者を面接委員として招聘すること

で、より多面的な視点からの人物評価が得られ、人物重視の選考の一助となっています。

 

○ 人材を民間から登用することで、民間企業で培った新しい経営感覚が学校組織に取り入

れられることから、学校の活性化や教職員の資質向上にも繋がっています。 

 

 
 

 
６． 行政サービスの向上 
 
サービスの受け手に立った公共サービスのあり方を示した「県民の皆さんへ」の公表や

インターネットを活用した積極的な行政情報の提供、ＩＳＯ９０００シリーズの認証取得

や行政経営品質向上活動の導入など、効率的で質の高い行政サービスの提供に努めるとと

もに、電子県庁化により行政サービスの向上に努めてきました。 
 
（１）県民へのサービスの内容等の公表 

●公共サービスのあり方を示した「県民の皆さんへ」を公表（H10.4） 

●公表した「県民の皆さんへ」に基づき、個別の行政サービスについての指針を、

順次、策定・公表 

※ 指針策定の対象としたサ－ビス業務 

  ① 相談・窓口業務 

  ② 交付・発給業務、資金貸付、情報提供、手当給付、検診、 

公有財産の維持管理等業務 

③ 公共施設の管理・運営業務  等 

 

【既に個別指針を公表している行政サ－ビス機関   合計 34 機関】 

 

【平成１０年度 公表機関    １３機関】 

旅券コーナー、県民生活センタ－、図書館、美術館、斎宮歴史博物館、総合

教育センタ－、人権センタ－、中央児童相談所、北勢児童相談所、女性相談

所、こころの健康センタ－、あすなろ学園、草の実リハビリテ－ションセン

タ－ 

【平成１１年度 公表機関      ７機関】 

女性センター、情報公開・個人情報総合窓口、身体障害者総合福祉センター、

県営サンアリーナ、県営鈴鹿スポーツガーデン、ゆめドームうえの、みえこど

もの城 
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【平成１２年度 公表機関      ８機関】 

生涯学習センター、総合文化センター「施設利用サービス室」、知的障害者福

祉センターはばたき、県税事務所（自動車税事務所）、総合医療センター、こ

ころの医療センター、一志病院、志摩病院（「患者様の権利と責任」として公

表） 

【平成１３年度 公表機関      ５機関】 

監査委員事務局、県立博物館、熊野少年自然の家、県立鈴鹿青少年センター、

県営総合競技場 

【平成１５年度 公表機関      １機関】 

科学技術振興センター（総合研究企画部・保健環境研究部・工業研究部・農

業研究部・畜産研究部・林業研究部・水産研究部） 

 

 
 
【主な取組成果】 

○ 県民の皆様にサービス内容等を公表することにより、各実施機関自らが行政サービスの

あり方について、再検証を行いつつ、具体的な改善活動を実践していくきっかけとなりまし

た。  

   【主な改善例】 

・旅券センター → 旅券交付を日曜日でも実施することとしたサービスの充実・提供 

・県民生活センター → 相談専用電話の設置    

 

○ 顧客の要望を収集・分析し、自ら、改善を実施していく仕組みづくりが出来つつあります。 

 

 
 
 
（２）行政情報化の推進 

●行政の情報化を推進し、２１世紀初頭において高度に情報化された行政－「電

子県庁」を実現 

・電子県庁を実現するための県のネットワークインフラ整備を実施              

  10 年度   ：県庁と各総合庁舎を専用回線で結ぶ県の行政ＷＡＮを整備 

  11～12 年度：全ての県機関を行政ＷＡＮに接続 

  13 年度   ：県の行政ＷＡＮをＣＡＴＶ網の光ケーブルを利用して高速

大容量の回線に再整備 

・全職員へのパソコン配備（職員１人１台）の推進 

11 年度 ：（本  庁）１人１台パソコン体制完了 

12 年度 ：（地域機関）１人１台パソコン体制完了 

・国・県・市町村を結ぶ総合行政ネットワーク（ＬＧ-ＷＡＮ）の整備 

13 年度 ： 全都道府県を接続 

14 年度 ： 国の省庁と都道府県を接続 
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15 年度 ： 県内全市町村を接続予定 

これにより、電子自治体の情報通信基盤の基盤が完了し、これらの基盤を活

用して、県民に対する行政情報サービスの向上を図るとともに、自治体間に

おいて迅速な文書交換や行政情報の共有化を促進 

 
《教育委員会事務局関係》 
●学校情報「くものす」ネットワーク事業の推進県立学校において校内 LAN を整

備し、全ての教員が授業でパソコンを活用するなど電子学校化（教育の情報化）

を推進 

12 年度：全ての県立学校において校内 LAN の整備及び県立学校教育イン

トラネット「学校情報くものすネットワーク」整備完了 

14 年度：全ての県立学校教職員に１人１台パソコン整備完了（８月）、情

報共有のためグループウェア運用開始（１月）  

15 年度：県立学校教職員給与明細電子配信開始 

 

●電子県庁化による意思決定の迅速化、的確な情報管理の確立 

・特定業務を支援する情報システムについて、大型汎用機からクライアント・

サーバシステムへの転換（新財務会計システム、税務総合システム、統計情

報システム等） 

・電子メール（庁内メールとインターネットメール）の導入（8～9年）  

・遠隔の会議室をつなぐテレビ会議システムの導入（11 年度）   

・グループウェア（スケジュール管理、電子キャビネット等）の導入（12 年度） 

・時間外・休暇システム、旅費システム、会議室・公用車予約システム等の整

備・導入（13 年度） 

・三重県ＧＩＳ（地理情報システム）の整備・導入・公開（13～14 年度） 

・簡易携帯型の M-GIS の開発（14 年度）、提供（15 年度） 

・文書の収受から起案、決裁、保存、情報公開を経て廃棄に至るまでのライフ

サイクル全般を電子化する総合文書管理システムを整備・導入（14～15 年度） 

・これまでの情報セキュリティ対策を見直し、三重県電子情報安全対策基準を

策定（H15.6） 

 
●申請・届出等手続きのオンライン化の推進 

・申請・届出様式の県のホームページでの提供を開始（12 年度～） 

・申請・届出等手続きのオンライン化を推進するため、「行政手続及び文書管理

の電子化推進アクションプラン」を作成（13 年度） （H14.5 公表） 

・厳格な個人認証を必要としない申請・届出等手続き約５０件について、電子

申請パイロットシステムを開発（14 年度）、運用の開始(15 年 4 月～） 

・個人認証や手数料が必要な手続きも対象とした電子申請システムの開発（15

～16 年度） 

 



 30

 

●インターネットを活用したオンラインによる情報提供の推進 

・県ホームページを開設（8年度） 

・１課１ホームページの作成（10 年度） 

・１業務１ホームページへと情報提供の充実（13 年度） 

・部局別ホームページにリニューアルし、各部局の情報マネジメントツールと

して活用（14 年度） 

・「危機管理、安全・安心」、「県民が主役の県政の推進」、「ニーズに応じた迅速

な情報提供」をテーマにホームページのリニューアルを実施（15 年度） 

 

県のホームページアクセス数（月平均）

25,990
66,271

252,672

387,088

612,275

139,096

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

H10 H11 H12 H13 H14 H15

年度

アクセス件数

アクセス件数(H15.12.31現在）

 
 
【主な取組成果】 

○ 全ての県機関に行政ＷＡＮを構築し、職員一人一台パソコンを配布して、スケジュール管

理と電子掲示板などのグループウェア、意思伝達や文書交換ができる電子メール、行政文

書の作成・決裁・保存･公開を一貫して行える総合文書管理システムなど本格的な電子県

庁の導入を行った結果、幅広い情報収集の手段や共通データベースによる情報共有によっ

て、事務処理の方法や内容が変わり業務の迅速化や効率化が図られています。 

 

○ インターネットにおいて、県ホームページや三重県ＧＩＳ（地理情報システム）、三重県総合

文書管理システムなどでの行政情報の積極的な提供を行うとともに、インターネットを利用

していつでもどこからでも、申請や届出ができる電子申請システムの開発を行うなど、県民

がＩＴの利便性を実感できる基盤が整いつつあります。   
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（３）ＩＳＯ9000s 認証取得 
●効率的で質の高い行政サービスの提供等を図るため、一部の県機関で ISO9000

シリーズを認証取得  【認証取得機関数   合計 10 機関】 

〔取組機関一覧表〕 

機関名 対象業務 取組状況 

科学技術振興センター保健

環境研究部 

食品衛生検査業務等 平成１２年１２月２２日：認証登録 

平成１４年 ８月 ２日：２０００年版

移行 

科学技術振興センター工業

研究部 

機器開放に係る業務 平成１３年１０月１６日：認証登録 

健康福祉部薬務食品チー

ム、四日市・松阪食肉衛生

検査所 

とちく（食肉）検査業

務等 

平成１２年３月２３日：認証登録（松

阪食肉衛生検査所） 

平成１２年１０月１３日：拡大登録 

平成１４年 ３月２９日：２０００年版

移行 

消防学校 消防職員教育、消防

団員教育 

平成１４年２月２２日：認証登録 

県土整備部下水道チーム、

北勢・津地方県民局下水道

部、財団法人三重県下水道

公社(本部）各浄化センター 

下水処理業務 平成１３年２月２６日：認証登録（北

勢県民局下水道部、下水道公社北

部浄化センター） 

平成１４年３月１８日：拡大登録 

平成１５年３月２４日：２０００年版移

行 

 

企業庁水道・工業用水道事

業経営チーム、電気事業経

営チーム、経営品質管理チ

ーム、整備推進チーム、整

備・改革プロジェクトチー

ム、北勢・中勢・南勢・志摩

水道事務所、三瀬谷発電管

理事務所 

水道用水供給事業 

工業用水道事業 

電気事業 

平成１３年１月１５日：認証登録（中

勢水道事務所） 

平成１４年１月１５日：拡大登録 

平成１５年１月１４日：２０００年版移

行 

教育委員会事務局研修分

野（総合教育センター） 

教職員研修事業 

教育課題に関する調

査・研究事業 

平成１３年３月２３日：認証登録 

財団法人三重県文化振興

事業団、県立図書館（総合

文化センター） 

総務・施設利用サー

ビス室・文化会館・生

涯学習センター・男

女 共 同 参 画 セ ン タ

ー・図書館に関する

業務 

平成１４年３月２９日：認証登録 

中央児童相談所 

（津地方県民局保健福祉部

児童相談チーム） 

子どもに関する相談

援助業務 

（相談の受付から処

遇方針の策定まで） 

平成１４年９月２０日：認証登録 
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総務局税務政策チーム・四

日市県税事務所・津総合県

税事務所・桑名県税事務

所・鈴鹿県税事務所・松阪

県税事務所・伊勢県税事務

所・上野県税事務所・紀州

県税事務所（紀南グループ

を含む） 

県税に関する以下の

業務及び同業務に関

する広報企画・活動 

･不動産取得税の課

税 

・収納管理 

・徴収 

平成１５年１月１７日：認証登録 

平成１６年１月３０日：拡大登録 

 

 
 
【主な取組成果】 

○ 認証取得機関において、業務の標準化、透明性の確保、職員の意識改革等が図られまし

た。 

【実施機関における主な意見】 

   ・顧客ニーズを踏まえた事業の構築が出来ました。 

   ・ミスを防ぐ統一的な事務処理（業務の標準化）が出来ました。 

   ・各種記録の保管により検査結果及び機器の管理等の検証が容易になりました。 

   ・教育訓練が効果的に行えるようになりました。 

   ・組織内での業務の改善が活発になりました。 

 
 
 
（４）ベンチマーキングの実施 

●業務プロセスの改革・改善に有効な手法であるベンチマーキングの取組を継続 
   ・平成１１年度  １３テーマ実施 
  ・平成１２年度  ４９テーマ実施 
  ・平成１３年度  ８５テーマ実施                合計 ２４６テーマ 
  ・平成１４年度  ６１テーマ実施 
  ・平成１５年度  ３８テーマ実施 
 
 

 
【主な取組成果】 

○ ベスト・プラクティスと呼ばれる「成功の要因」をどんどん学習し、県民の皆さんが満足して

いただけるサービスを考え、提供できるように自らの仕事の仕組みを改善していく取組が多

く実践されてきています。 

 

【具体的事例】   

・健康福祉部健康対策課（当時）では、｢健康でいきいきとした地域づくり」を目指して、

生活習慣病予防策におけるベンチマーキングを１０年度および１１年度に長野県・熊

本県で実施しました。それらの成果を健康づくり条例の制定や「ヘルシーピープルみえ

２１」等に活かしています。 
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○ 従来からの全国中位でいいとする組織文化や従来の課題解決型であった県庁の組織文

化が変わりつつあります。 

 

○ 本庁と地域機関、部局横断といった異なる組織による活動取組や、市町村、NPO、県民の

皆様と協動してチームを構成するベンチマーキング活動が全体の半数を占めるまで増加し

ており、共通の目的に向けた協動による取組が出始めています。 

 

 
 
 

（５）行政経営品質向上活動の取組 
●各部局、各職場において、幹部の明確なビジョン・ミッションのもと、優れた

事業成果と県民満足を生む仕組みを構築し、併せて、職員の顧客価値について

の意識を高め、県民から見てより価値の高い組織運営の実現を図るため、行政

経営品質向上活動を展開 

 

・全庁的に取り組むための推進体制の基盤を整備（各部局に推進責任者・推進者

を設置。推進責任者会議・アセッサー会議の開催。認定アセッサーの養成。）

(13 年度～） 

・階層別の職員研修を開催し、それぞれの階層で必要な知識とスキルを習得(13

年度～) 

・職員へダイレクトに改革の動きや経営品質の考え方を伝えるためのメールマガ

ジン「Ｗｉｌｌ～行革なんでも通信～」を発刊（14 年度～） 

・職員の対話の成果として、職員行動規範「マネジメント・ベーシック２０」

を作成、全職員に配布（15 年度） 

 

●経営品質アセスメント（外部評価）の実施 

  平成１１年度 県庁全体、１３組織（本庁１１部局、２県民局） 

  平成１２年度 ６組織（５県民局等） 

  平成１３年度 県庁全体、１組織（科学技術振興センター） 

  平成１４年度 １組織（監査委員事務局） 

 

●経営品質アセスメント（部局間相互アセスメント：ｾﾙﾌｱｾｽﾒﾝﾄ）の実施 

  平成１２年度 １３組織（13 年 1 月～2月実施） 

  平成１３年度 １８組織（14 年 1 月～2月実施） 

  平成１４年度 １９組織（14 年 10 月～11 月実施）    

  平成１５年度 １３組織（15 年 9 月～10 月実施） 

 

 

 



 34

 
【主な取組成果】 

○ 県民の皆様から見て価値の高い行政サービスを提供するための推進活動体制が構築さ

れるとともに、それを実施していくための職員の意識付けも浸透してきています。これらの取

組は、行政運営を経営と捉えて、継続的な改善・改革活動に取り組み、行政経営の質を高

める取組に繋がってきています。 

 

○ 全庁および各部局の経営品質アセスメント（外部評価）の実施により、「強み」と「改善領

域」を抽出して継続的改善への足がかりを掴み、その結果を踏まえてトータルマネジメントシ

ステムの検討を行いました。 

 

○ 各部局の経営品質アセスメント（部局間相互アセスメント）の実施により、「強み」と「改善

領域」、「ベストプラクティス」を抽出し、各部局が内発的な改善活動を進めることができま

した。 

【取組事例】 

・ 部局独自の顧客満足度調査 

・ 接遇改善 

・ 職員満足度調査の取組など 

 

 
 
 
７． 公正の確保と透明性の向上 
 

住民参加型の行政の推進を図るため、意思形成過程情報等の積極的な情報公開を進め

るとともに県民の皆さんが容易に行政参画ができるような環境整備を進めてきました。

また、より専門的で県政の課題にも即した行政監査を実施するなど、透明性が高く、客

観性が確保された監査の充実を図り、監査、検査方法の改善にも努めてきました。 
 
（１） 情報公開の推進 

●行政情報は原則公開とし、三重県情報公開制度推進委員会において情報公開の

一層の推進とその統一的運用の継続検討 

・情報公開懇話会における情報提供のあり方の検討  

・事務事業目的評価表の公開（10 年度当初予算～） 

・予算見積書の一部公表（11 年度当初予算～） 

・審議会等会議の公開（H11.7～） 

・「情報提供施策の推進に関する要綱」に基づき、県の保有する情報を積極的

に提供（H13.4～） 

・情報提供推進委員会の設置（H13.10） 

・県出資比率 25％以上の法人（一部法人を除く）が県と同程度の情報公開 を

実施（H14.4）、15 年 2 月には、全ての法人が実施 
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●情報公開法制定の動向を踏まえた県条例の見直し等 

・情報公開懇話会における条例改正及び情報提供のあり方の検討 

・三重県情報公開条例の改正（H12.4 施行） 

・三重県情報公開条例の実施機関〔公安委員会及び警察本部長〕の拡大

（H13.10）※全国初  

 

情報公開制度　開示請求者数推移表

669
877

1251

1755

2754

3186

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H10 H11 H12 H13 H14 H15

年度

人数

情報公開請求者数
(H16.1.1現在）

            ※ 開示請求者の増加  対１０年度比 約４．８倍増 

 
●個人情報保護制度の検討及び条例の制定 

・個人情報保護制度検討のため、個人情報保護懇話会を設置（H12.6 設置・

H13.3 提言） 

・個人情報保護条例の制定（H14.3）及び施行（H14.10） 

・個人情報保護審査会における個人情報保護条例改正の検討（H15.8） 

・個人情報保護審査会から個人情報保護条例改正に関する意見書の提出

（H16.3 予定) 

 

●パブリックコメント制度の導入 

・「情報提供施策の推進に関する要綱」及び「県民の意見を行政に反映させる

手続きに関する指針」を制定し、パブリックコメント制度を創設（H13.3） 

・有識者で構成する情報提供推進委員会を設置（H13.10）し、情報提供のあり

方を検討（パブリックコメント制度に関する提言 H15.6） 

・「県民の意見を行政に反映させるための手続きに関する指針及び運用方針」

を改正（H16.4 予定） 
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パブリックコメント掲示件数推移表

18
21 20

0

5

10

15

20

25

H13 H14 H15

年度

件数

パブリックコメント掲示件数(H16.1.1
現在）

                合計   掲示件数 ５９件 
 

 
【主な取組成果】 

○ 情報公開条例の改正後、開示請求者数が増大し、請求内容も公共工事や行政処分等に

限らず、営業目的などでの法人の利用や各種試験問題に関するなど、多種多様な内容とな

っており、情報公開制度の浸透が進みました。 

 

○ 個人情報保護条例で個人情報の取扱いが制度化されたことにより、職員の個人情報保護

意識が高まるとともに、行政に対する県民からの信頼、安心感を高めることに寄与してきて

います。 

 

○ 県が個人情報保護条例を制定したことにより、市町村の条例制定の契機の一つとなって

います。(H16.1.1 現在制定市町村数 56) 

 

○ 「情報提供施策の推進に関する要綱」に基づき、県の保有する情報を積極的に県民に提

供し、容易にホームページ等で閲覧できる環境を整備してきています。 

 

○ 県民が県行政に対して意見を提出する際の制度化を図ったことにより、県民の行政への

参画の機会が拡がっています。 

 
 

 
（２） 広報・広聴機能の充実・強化 

●「三重県広聴広報会議」の設置などによる広聴広報体制の充実強化 

・広聴広報を経営品質・マネジメントの観点から捉え、県民の意見・要望を踏

まえた施策展開が推進されるよう、各マネージャーを「広聴広報責任者」と

して位置づけるとともに、広聴広報会議を機能的・機動的に行うなど体制の

整備を推進（H10.11） 

・三重県広聴広報会議を設置し、年間広報テーマの決定、県民の声の情報の共

有化などを推進（H10.12） 
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・各部局等の指導的・中核的役割を担う広聴広報キーパーソンを設置（H11.10）

し、全庁的な広聴広報体制を整備（11 年度～） 

 

●「県民とともに考える県政」を推進するため、積極的な「広聴」の制度化、県

民の政策過程への参加の場の確保等、県民との「協働の意思決定」を促進する

政策広聴の充実 

・「県民の声相談室」「県民の声地域相談室（H13 に改組）」の設置（H10.4） 

《県政に関わる提案・意見件数の推移》 

9 年度 116 件  ⇒  12～14 年度にかけての年平均 447 件に増加 

・「みえ出前トーク」「県民出前講演」を実施し、広聴の充実強化（11 年度～） 

 

みえ出前トーク実施状況

233 238 241

317

9,871
8,971

10,838
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参加県民数
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参加県民数

       合計   実施件数 １，０２９件  参加県民数  ３８，６８０人 
 

・職員間の情報共有化を推進するため「県民の声データベースシステム」を稼

働（H13.6）させ、さらには、14 年 12 月からは、寄せられた「県民の声」を

ホームページ上の「県民の声コーナー」で可能な限り公表し情報発信 

・インターネットを活用した「三重県民ｅ-デモクラシー（ｅ-デモ会議室）」

を設置・運営し、生活者を中心にした意見交換や議論の場を提供（H14.4～） 

            H14.5.31～H15.3.31      H15.4.1～H16.3.31（見込み） 

①ｱｸｾｽ数 156,820 件（目標値：10 万件） 160,000 件（目標値：18 万件） 

②登録者数  824 人             1,200 人 

③投稿数   3,382 件（目標値：1千件）    5,000 件（目標値：４千件） 
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【議論の成果】 

①県ホームページの利便性向上 

参加者の声を受けて、県事業を紹介しているページのホームページ

上の階層を少なくすることで、閲覧者の利便性が向上 

②文部科学省に提言書を送付 

校庭の芝生化の問題について、会議室での議論結果を文部科学省に提

言 

③「県営北勢中央公園のあり方検討委員会」への意見反映 

会議室のエディターが委員に就任し、会議室での議論が委員会に反映 

④市民グループの結成、まちづくり活動への展開 

会議室のメンバーが中心となって津市に市民グループが結成され、

まちづくり活動が展開 

⑤「まちづくり基本条例（仮称）制度研究会」の議論に反映 

会議室のエディターが委員に就任し、会議室での議論が研究会に反

映 

・「e－デモ会議室」と 15 年 3 月から稼働した青少年を対象とした「e－デモ・

ジュニア会議室」への積極的な行政情報提供を強化し、施策への反映を図る

と共に、ＧＩＳ（地図情報システム）を活用した県民との情報共有の手法に

ついても研究 

 
●県政課題についての県の考え方を伝え、共に行動することを県民に呼びかけ、

県民の理解を得る提言型広報の充実 

・広報紙「県政だよりみえ」の編集方針を政策提言型や説明責任型広報に改め、

紙面への県民参画を推進するなど紙面を刷新拡充 

《県民参加による紙面づくり（10 年度途中～）》  

｢表紙｣や「県民ぎゃらりー」への写真公募・県民の意見等を紹介する「なん

でも掲示板」などのコーナーの新設 

〔県民からの投稿数推移表〕 

実施年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 

投稿数 １８０件 ４０３件 ５１６件 ４０４件 

県政だより満足

度調査満足度 

 

64.0％ 

 

82.1% 

 

82.1% 

 

81.7% 

・「県政だよりみえ」において、文字ポイントを大きくし、写真や図表・グラ

フ等を活用することで、読んでみようと思わせる紙面づくりを実施 

・「県政だよりみえ」に関するアンケートを実施し、県民要望の把握 

・テレビ・ラジオによるコミュニケーション型の番組づくりの推進  

 
●職員広報等の充実による職員間のコミュニケーションの場の拡大 

・県政ＴＯＤＡＹ、県政の動きなどを職員への広報充実のため庁内ＬＡＮで常

時接続するなど、情報を共有化(９年度～） 
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【主な取組成果】 

○ より多くの生活者が時間や場所にとらわれることなく意見等を交換できる「e-デモ会議室」

の開設や県民の声データベースシステムの稼動などにより、県民と県とのコミュニケーショ

ンの場の確保や住民参画型行政の充実を図ることができました。 

 

○ 県民の皆様からの「声」をこれからの施策に反映させていくため、みえ出前トークを“県民

の実態調査やニーズ調査”として位置づけ、事業推進のプロセスとして活用するチームも出

始めてきました。 

 

○ 三重県広聴広報会議の設置により、広聴広報活動の各部局・各所属における責任体制

が明確になるとともに、全庁的な広聴広報活動のレベルアップが図れました。 

 

 
 
 

（３） 監査、検査システム等の見直し 
①監査方法の改善 
●外部専門家の配置等による監査の専門性の確保 

・監査委員事務局に財務監査監を新設し、当該職に外部専門家を任用（H9.7

～H14.3） 

・自治大学校監査コースに職員派遣（12 年度） 

・民間監査法人に職員派遣（13 年度） 

・監査委員事務局人材育成方針の策定（14 年度） 

・行政監査（評価）等について外部専門家の意見聴取（14 年度～） 

 

●県政課題に合わせた行政監査の実施、３E（経済性、効率性、有効性）の視点

による定期監査の実施 

  ※ 行政監査のテーマ 

    平成１０年度・・・各種相談業務 

     平成１１年度・・・各種刊行物、高額備品活用状況 

    平成１２年度・・・許認可等の事務、地域機関県民室 

     平成１３年度・・・地震防災体制 

 

●第三者としての政策評価の実施  

・行政監査として「三重のくにづくり宣言」の施策を、３Ｅ（経済性、効率性、

有効性）、ＶＦＭ（バリュー・フォア・マネー：金額に見合う価値）、ＢＶ（ベ

スト・バリュー：サービスの質と改善可能性の評価）の視点に立ち事業妥当

性、有効性等７つの項目を設けて５段階評価する行政評価を実施（14 年度～） 
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平成１４年度・・・１３施策を評価 

平成１５年度・・・２７施策を評価 

 

●監査結果の公表方法の見直しによる透明性の高い監査の推進、監査結果に基づ

く改善状況の把握等監査の充実 

・「県民の皆さんへ」、「住民監査請求のご案内」の公表（12 年度） 

・集合監査、随時監査の実施（11、12 年度）、テレビ会議システムを活用した

本監査（委員監査）の実施（13 年度～） 

・部局単位での定期監査の実施と部局長、県民局長に対する総括本監査の実施

（13 年度～） 

・監査結果に対する各部局の措置状況について、監査委員の評価を付けて公表

（14 年度～） 

・監査委員事務局ホームページの設置と監査結果の全部登載（14 年度～） 

・住民監査請求の請求人陳述・部局陳述に相互立会制を導入（14 年度～） 

・監査について県民と意見交換等を行う「監査フォーラムinみえ」（14年度～）、

「いきいき・どこでもトーク」（15 年度）を開催 

 

 

 
【主な取組成果】 

○ 外部専門家の配置等により監査技術の向上等、監査の専門性の向上が図られました。 

 

○ 公会計学等の専門家の助言を得て、評価基準、評価手法を策定し、全国に先駆けて、行

政監査（政策評価）を実施することができました。 

 

○ 特定テーマに係る行政監査の実施により、部局横断的な課題を明らかにし、施策改善等

につなげることができました。 

 

○ 県民が監査結果等のすべてをｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で容易に知ることができるようになり、また、監

査結果等を基に県民と直接意見交換する場を設けることにより、監査の説明力が向上して

います。 

 

○ 監査結果等を監査委員から部局長に直接伝達することにより、行政運営上の改善に速や

かに反映されるようになりました。 

 

  
 
 

  ②出納検査の改善 
●検査対象項目見直しによる効率化、マニュアル作成による検査手法の統一、内

部研修の充実による検査員の資質向上等検査の充実 

・会計事務の手引きを作成、配付することによる検査員の育成、検査手法の統
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一化に向けた取組を実施 （10 年度～）  

・会計実地検査研修会の開催（10 年度～） 

・毎年度、重点項目を設定した定期実地検査の実施（10 年度～）  

 

〔定期実地検査実施推移表〕 

実施年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度

実施検査数 169 162 175 283 342 362 

 

・出納員・会計職員研修会の開催（12 年度～） 

〔職員研修会の開催状況表〕 

実施年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 

開催回数 37 回 35 回 39 回 105 回 

受講職員数 2,280 人 1,650 人 1,321 人 約 1,500 人（見込）

・会計実地検査の強化（隔年開催から毎年開催） （１３年度～） 

・自己検査制度の導入（13 年度～） 

 

 
【主な取組成果】 

○ 会計実地検査で指導した事項を同一年度（再検査）及び翌年度検査で検証することによっ

て処理ミス等の再発防止を図りました。 

 

○ 検査時に所属の要望等を聴取することにより会計規則を改善出来るプロセスができまし

た。 

 

○ 前年度実地検査結果での主要な過ちを重点項目として設定して検査を実施しているた

め、再発防止が図られています。 

 

○ 出納員・会計職員を対象とした後期研修会において、前年度からの検査結果（不適正処

理や指導事項）の具体的事例をまとめた内容を利用して研修を実施しているため、同一事

項の誤りが減少しています。 

 

○ 自己検査制度を導入したことにより、各所属の会計事務処理能力向上と会計実地検査の

効率性を高めました。 

 

 
 

  ③工事検査方法の改善 
●検査部門の一元化による検査の客観性の確保と検査効率化の実現 

・検査部門の一元化の実施 

10 年 4 月 総務局、環境部、農林水産商工部、県土整備部、企業庁 

11 年 4 月 病院事業庁 

12 年 4 月 教育委員会 

 《検査員数の推移》 

      ９年度 ３３名 ⇒ １５年度 ２０名（１３名の検査員削減）  
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・総務局工事検査担当と事業評価・システム開発チームとの連絡調整会議に

よる検査効率化に向けた対応の協議 

・検査結果を計画・実施に反映させることも含めた協議会を設置      

 

 
【主な取組成果】 

○ 検査部門の一元化に伴い、検査基準等の統一が図られ、業務の効率化が進みました。 

 

○ 検査マニュアルの作成により均一化され、研修により裏付けされた客観的で高い視点から

の検査は、従前より高い次元の指摘・指導を可能にし、また、それを執行機関にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

することにより公共工事の品質の確保・向上に寄与できています。（工事評定点の平均点の

推移 12 年度 76.37 点、13 年度 76.63 点、14 年度には 77.46 点と徐々に向上） 

 

  
 

  ④外部監査制度の導入 
●地方自治法に基づく外部監査制度の導入（11 年度～） 

・三重県外部監査契約に基づく監査に関する条例を制定（H10.12.24 公布） 

・“行政を企業経営の視点からチェックする”という観点から、民間企業での監

査経験が豊富な公認会計士を包括外部監査人として選任 

・監査結果については、議会へ報告するとともに三重県公報で公表 

・包括外部監査   監査テーマ 

《平成１１年度 ４テーマ》 

・財政的援助団体の財務事務等について 

・健康福祉部療育施設の財務に関する事務の執行 

・旅費、交際費、食料費の事務の執行 

・教育委員会養護学校の財務に関する事務の執行 

 

《平成１２年度 ４テーマ》 

・県土整備部の契約事務とその運営状況について 

・教育委員会の情報教育事業費及び総合教育センター費の財務事務の執行 

・三重県が保有する公有財産の管理事務について 

・印刷物について ①指名競争入札、②プロポーザル方式、企画コンペ方

式、③複数社からの見積にかかる契約事務について 

 

《平成１３年度 ３テーマ》 

・農林水産商工部金融・経営課における各種融資制度に関する財務事務の

執行 

・財政的援助団体にかかる出納その他事務の執行 

・電子県庁化による事務の効率化と行政コストの削減について 
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《平成１４年度 ３テーマ》 

・補助金等に関する事務執行状況について 

・下水道施策に関する財務事務の執行及び三重県下水道公社の出納その他

の事務の執行について 

・三重県水産振興事業団の出納その他の事務の執行について 

 

《平成１５年度 ２テーマ》 

・三重県の委託料に関する事務執行状況 

・公の施設の管理運営について 

  

 
【主な取組成果】 

○ 包括外部監査では、コストパフォーマンスなど民間経営の視点からの指摘をすることで、

より具体的な事務改善を促す取組となってきています。 

 

  
 
 

８． 経費の節減合理化等財政の健全化 
 

長期的に低迷している景気の景況を受け、県の財政状況は、これまでにない厳しい状

況となってきているなか、予算節約奨励制度の活用や発生主義会計の考え方を導入する

など、経費の節減を図りつつ財政の健全化に努めてきました。 
 

（１） 中長期的な財政見通しの公表 
●県民や市町村等に対して、中長期財政見通しを公表（H10.3） 

●「三重のくにづくり宣言」第二次実施計画の中で、14～16 年度までの中長期財

政見通しを公表（H14.3） 

●中期財政見通しに基づき効率的な財政運営を確保 

 
（２） 補助金及び委託費の交付等における競争原理の導入 

●外部の事業者に対する補助金等の交付について、コンペ方式等の採用による競

争原理の導入 
 
〔競争原理の導入事業推移表〕 

実施年度 10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 

実施事業数 ６事業 ３事業 ２事業 １事業 １事業 
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（３） 予算節約の奨励 
●特定経費に係る節減予算の１／２を財源とする新規事業の主体的創設 

予算節約と新規事業推移表（H10～H13)

57
44
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75

32
29 29

20

0
5

10
15
20
25
30
35

H10 Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３

対象事業年度

事業本数

0

20

40

60

80
事業費

事業費【単位：百万円】

新規事業本数

          合計  節減額  約２億円余  創設された新規事業数１１０事業 

 

●各部局が責任と権限をもって、政策立案―執行―評価を行えるよう、政策的経

費の財源を包括的に配分することとなった１４年度以降における予算節約の

実施  
  

予算節約により包括配分された事業費推移表
（Ｈ１４～Ｈ１６）

775
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0
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対象事業年度

事業費総額

事業費【単位：百万円】

                   合計  節減額  約１７億円余 

 

（４） 発生主義会計の導入 
●従来の会計方式に併せて、発生主義会計（企業会計）による財務内容を公表（平

成４～１１年度普通会計の決算ベース）を公表（H13.5） 

●９県の共同研究として、他県との比較ができるような統一基準の作成のための

調査研究の実施（平成１１年度～１２年度） 
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●県有施設の有効活用の調査・検討の一環として、大規模施設建設の予定収支計

算書・予定貸借対照表の作成を義務付け（H12.3「建設抑制期間終了後の県有

建築物の整備のあり方」） 

 
 
【主な取組成果】 

○ 単年度ごとの予算といった短期的な視野から、中長期の財政状況を踏まえたうえでの事

業計画を構築していくきっかけとなりました。また、中長期的な財政見通しを公表すること

で、県民との情報共有が図れ、厳しい財政状況の中で、県が推進しようとする施策の理解を

深めることができました。 

 

○ 補助金等の交付における競争原理の導入により、透明性の確保と「与えられるのが当然」

という意識を改める機会となりました。 

 

○ 従来の使い切り予算の是正策として、計画的な予算執行と節減できるものは節減するシ

ステムの構築などに取り組むことで、職員の意識改革を図ることができました。 

 

○ 単年度の現金の流れだけでは把握できない歳入や歳出の項目の把握、及び所有してい

る社会資本がストックベースでどれだけ残されており、それが県の債務残高とどれだけの量

的な関係になっているのかなどを明確としていくことで、職員のコスト意識を高めることがで

きました。                                                                  

 

 
 

 
９． 「ハコ物」建設の抑制 
 

検討中の「ハコ物」建設については、緊急止むを得ないものを除き、建設の凍結、建

設規模の縮小あるいは建設時期の延伸を図ってきました。 
 

  ●現下の厳しい財政事情を踏まえ、２０世紀末までの間「ハコ物」建設を抑制 

●新たに施設の建設を検討するにあたっての指針となる「建設抑制期間終了後の県有

建築物の整備のあり方」の策定（H12.3） 

●新しく県有建築物を建設する場合にどのように造るかの基本的な考え方についての

県の姿勢を示す「県有建築物の望ましい姿」を作成、公表（H12.3） 

 

 
【主な取組成果】 

○ 既存施設の有効活用を図るファシリティマネジメントや新たな発注手法ＰＦＩ手法導入検討

のきっかけとなるとともに、実施期間中の財政負担も軽減されることとなりました。 
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１０． 公共工事のコスト縮減 
 
  工事の計画・設計等の見直し、工事発注の効率化、工事構成要素のコスト縮減や工事

実施段階での合理化・規制緩和等の取組などにより、公共工事のコスト縮減に努めてき

ました。 
●三重県公共工事コスト縮減対策推進委員会の設置（H9.7） 

●公共工事コスト縮減対策に関し、平成 11 年度末に平成 8年度と比べ 10％以上の縮減

を目標とした「公共工事コスト縮減対策に関する第一次行動計画」を策定、推進

（H9.11） 

●公共事業担当部局職員及び市町村職員を対象とした説明会等の開催によるコスト縮

減意識の高揚等（随時） 

●コスト縮減チェックマニュアルの修正、再配布（H10.4、H11.4） 

●コスト縮減入力集計システムの開発及び評価手法の検討（H10.11） 

●従来の公共工事コスト縮減対策に、公共工事が環境や社会に与える様々な負荷の低

減対策を加え、平成 15 年度末に平成 8年度と比べ 15％以上の縮減を目標とした「公

共工事コスト縮減対策に関する第二次行動計画」を策定、推進（H13.10） 

●さらにコスト縮減を図るため、第二次行動計画を含め、平成 15 年度には、平成 14

年度に対して、１１．４％縮減する「コスト縮減緊急アクションプラン」を策定、

推進（H15.1） 

 

コスト縮減取組推移表

79

121
98

128
168

5.2%

10.0% 10.0%

13.1%

17.8%

0

50

100

150

200

250

300

Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

実施年度

縮減額（実績）

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

縮減率

コスト縮減額（単位：億円）

縮減達成率

             合計  節減額  約５９４億円余   
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【主な取組成果】 

○ コスト縮減を進めていく中で、設計、工法のコスト縮減からローカルルール等、全国一律の

基準の見直しに着目し始めています。例えば山岳道路を計画する場合、道路構造令の数

値をそのまま用いるのではなく、地域の実情にあった計画としています。 

  

 
 
 

１１． 地方分権の推進 
 

 本格的な地方分権の流れを受け、市町村は基礎的自治体として住民に密着した行政

機能を担い、県は広域的、総合的、補完的な機能を果たすなど、県と市町村との役割

分担を明確にしながら、住民サービスの向上を図るための様々な取組を行ってきまし

た。 
（１） 地方分権推進委員会勧告の尊重 

●地方分権推進委員会の勧告内容を尊重し、所要の法改正等を行い地方分権の実

現を図るよう国に対し働きかけを実施 

・地方分権一括法の施行(H12.4)に伴い、県関係条例・規則等の整備及び市町

村への支援の充実 

       １２年度の県条例の整備  →  制定１４本、改正３１本、廃止４本 

・「県・市町村地方分権推進連絡会議」（H7.11 設置）等を通じた市町村との連

携による地方分権の推進  

・地方分権セミナーの開催  

→ 12 年度 ２回、13 年度 ３回、14 年度 ３回、15 年度 ２回 

・市町村に対し、分権一括法後の新たな視点での改善必要項目の掘り起こしを

行うため、国、県の事務事業に関する事務改善調査をし、国に対して改善要

望を実施（13 年度） 

                  →  要望数 １１８項目（県関係６２、国関係５６） 

            改善状況（H15.3.31）（県関係３４項目、国関係７項目） 

【具体的改善例】 

《県関係》 

・合併処理浄化槽設置促進補助金の申請に係る整備計画書の重複提出

の廃止 

・鳥獣保護区分等の設計計画に関する市町村の役割分担の見直し ほか 

《国関係》 

・地域保健・老人保健事業報告書の提出期限の見直し 

 ・都市下水路関係補助事業申請方法の改善 ほか 
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【主な取組成果】 

○ 県から市町村への権限移譲について定めた「三重県の事務処理の特例に関する条例

(H12.4.1)」をはじめ、地方分権を進める上で必要となる手続等について、条例化することに

より透明性が確保され、また明確化されています。 

 

○ 連絡会議やセミナー等の開催により、県と市町村のあり方、三位一体改革などに対する認

識を深めることができました。 

 

  
 
（２） 自主的な財政運営の確保 

●地方税の充実確保、課税自主権の尊重、地方交付税や地方債制度の見直し等に

ついて、調査研究を実施 

・中部圏知事会議、近畿圏知事会議等他府県とも連携した取組を実施 

・「三重県地方税財政制度あり方研究会（座長：神野直彦東京大学大学院経済

学研究科教授）」を発足（12 年度） 

・「三重県地方税財政制度あり方研究会」を開催（12 年度＝７回、13 年度＝

７回）し、地方財政制度のあり方について研究を重ね、平成１４年３月に

分権型社会にふさわしい「三重県地方税財政制度あり方研究会報告提言書」

を作成し、国への提言も実施。 

・分権社会に対応する地方税財政はどうあるべきかについて地域からの議論

を重ねていくため、「地方税財政制度フォーラム」を開催(H14.3) 

・「三重県地方税財政制度等検討会議」等により自動車税の車検時徴収制度な

ど税財政制度を研究 

 
 
【主な取組成果】 

○ 産業廃棄物税に係る税制度案について、「三重県地方税財政制度あり方研究会」で検討

を加え、県民及び関係者との議論を重ねて、法定外目的税として産業廃棄物税を創設する

ことができました。 

 

  
 

（３） 広域行政の推進 
●広域的な見地に立って企画、調整又は処理することが適切な事務事業について

の積極的な広域連合の活用等、広域行政を推進 

・県内に１０の広域連合が設置（10 年度→２広域連合、11 年度→８広域連合） 

・広域連合の円滑な運営のための支援を実施 

【具体的支援策】 

・広域行政体制整備事業での財政支援（H14 まで） 

・広域連合への職員の派遣（H12 まで） 

・県民局による総合的な助言 
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●広域的な行政需要への対応として、広域行政の究極的な手法である市町村合併

の取組を全面的に支援 

【具体的支援策】 

・研修会等への講師派遣や各種広報媒体を活用した啓発事業の実施 

・広域行政体制整備事業での財政支援・ 合併協議会等への職員の派遣 

 ・県民局による総合的な助言 

 

 

 
【主な取組成果】 

○ ごみ処理や介護保険などの事務において、広域的に取り組む体制が整備されてきまし

た。 

 

○ 市町村合併への取組が進展しました。平成１６年１月１日現在、法定合併協議会が７地域

（３３市町村）、任意合併協議会が５地域（１７市町村）、研究会等が１地域（２町村）、計１３

地域（５２市町村）において、合併協議が行われています。なお、平成１５年１２月１日には、

員弁郡の４町が合併し、「いなべ市」が誕生しました。 

 

 
 


